
発達障害者支援法（平成 16年法律第 167号）（抄） 

 

  第一章 総則 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条（略） 

２ 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期 

 に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の 

発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する 

支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとす 

る。 

３・４（略） 

 

  第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策 

 （就労の支援） 

第十条 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるととも 

 に、公共職業安定所、地域障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭 

 和三十五年法津第百二十三号）第十九条第一項第三号の地域障害者職業ンターをいう。）、 

障害者職業・生活支援センター（同法第三十三条の指定を受けた者をいう。）、社会福祉 

協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害 

者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行える 

 ようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。 

 

  第三章 発達障害者支援センター等 

 （発達障害者支援センター等） 

第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人 

であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者（以下「発達

障害者支援センター」という。）に行わせ、又は自ら行うことができる。 

一（略） 

二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。 

三～五（略） 

２ （略） 

 

  附則 

（見直し） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況につ 

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものをする。 


